
令和８年２月１２日 定例記者会見資料【学校施設課】 

 

小学校屋内運動場への空調設備の整備について 

 

１．概要 

学校の屋内運動場への空調設備については、児童生徒の熱中症対策として、早期の設

置が必要なことから、令和 7年の夏までに中学校 11 校の屋内運動場への空調設備を整

備しました。 

その運用実績を踏まえ、小学校の屋内運動場についても、計画を策定し整備すること

といたしました。 

 

２．事業内容 

（１）事業手法 

国庫補助金を活用した工事 

空調設備整備臨時特例交付金：補助率 1/2、市負担分の 100％に地方債充当可、

元利償還金の 50％の地方交付税措置あり。避難所指定と断熱性確保が要件。 

 

（２）概算事業費 

 2,287,000 千円（空調設備工事・断熱工事共、設計・施工・監理の全体） 

内訳 空調設備工事 1,587,500 千円（29 校） 

断熱工事    699,500 千円（26 校） 

 

３．事業期間 

令和 7年度から令和 14 年度 

（小学校 29 校を 3つのグループに分け、3か年かけて空調設備の工事を行い、全校で空

調設備を使用できるようにした上で、断熱工事が必要な学校について 3か年かけて断

熱工事を行う） 

 空調設備工事（設計・工事） 断熱工事（設計・工事） 

第 1グループ（11 校） 令和 8年度から令和 9年度 令和 11 年度から令和 12 年度 

第 2グループ（9校） 令和 9年度から令和 10 年度 令和 12 年度から令和 13 年度 

第 3グループ（9校） 令和 10 年度から令和 11 年度 令和 13 年度から令和 14 年度 

 

４．今後の予定 

・令和 8年 3月補正予算に、第 1グループの空調設備の設計業務委託費を要求予定 

 ・令和 8年 12 月補正予算に、第 1グループの空調設備の工事費を要求予定 

【問合せ先】 

学校施設課 施設営繕係 

 担当：越谷 

 電話：0282-21-2465 


